
令和７年度栄村の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　３，８８４，０００千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額

は、「第２表　債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

は、「第３表　地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、７００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。

（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

  流用。　

令和７年　３月　　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和７年度　栄村一般会計予算
議案第　25　号



















令和７年度栄村の国民健康保険特別会計（事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　２２３，２７３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，０００千円

と定める。

令和７年　３月　　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和７年度　栄村国民健康保険特別会計（事業勘定）予算
議案第　26　号



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－2－

（単位：千円）歳 入

項

国 民 健 康 保 険 税1 30,517

国 民 健 康 保 険 税1 30,517

使 用 料 及 び 手 数 料2 3

手 数 料1 3

県 支 出 金4 172,805

県 負 担 金1 172,805

財 産 収 入8 28

財 産 運 用 収 入1 28

繰 入 金9 18,897

他 会 計 繰 入 金1 14,890

財 政 調 整 基 金 繰 入 金2 4,007

繰 越 金10 1,000

繰 越 金1 1,000

諸 収 入11 23

延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料1 1

預 金 利 子2 1

雑 入3 21

223,273歳              入              合              計









令和７年度栄村の国民健康保険特別会計（施設勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　１２４，７９２千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条（昭和２２年法律第６７号）の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，０００千円

と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。

（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

  流用。

令和７年　３月　　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和７年度　栄村国民健康保険特別会計（施設勘定）予算
議案第　27　号



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－18－

（単位：千円）歳 入

項

診 療 収 入1 54,379

栄 村 診 療 所 収 入1 45,888

歯 科 診 療 所 収 入2 8,491

使 用 料 及 び 手 数 料2 150

手 数 料1 150

繰 入 金3 69,803

繰 入 金1 69,803

繰 越 金4 100

繰 越 金1 100

諸 収 入5 360

雑 入2 360

124,792歳              入              合              計









令和７年度栄村の秋山診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　３，８４２千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条（昭和２２年法律第６７号）の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５，０００千円と

定める。

令和７年　３月　　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和７年度　栄村秋山診療所特別会計予算
議案第　28　号



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－35－

（単位：千円）歳 入

項

診 療 収 入1 2,889

秋 山 診 療 所 収 入1 2,889

使 用 料 及 び 手 数 料2 2

手 数 料1 2

繰 越 金3 100

繰 越 金1 100

諸 収 入4 1

雑 入2 1

繰 入 金8 850

繰 入 金1 850

3,842歳              入              合              計









令和７年度栄村の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　３３，７９６千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条（昭和２２年法律第６７号）の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，０００千円

と定める。

令和７年　３月　　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和７年度　栄村後期高齢者医療特別会計予算
議案第　29　号



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－44－

（単位：千円）歳 入

項

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 19,834

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料1 19,834

使 用 料 及 び 手 数 料2 1

手 数 料1 1

繰 入 金4 13,858

一 般 会 計 繰 入 金1 13,858

繰 越 金5 1

繰 越 金1 1

諸 収 入6 102

延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料1 1

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金2 101

33,796歳              入              合              計









令和７年度栄村の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　４２４，０２０千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条（昭和２２年法律第６７号）の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，０００千円

と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。

（１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

  流用。

令和７年　３月　　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和７年度　栄村介護保険特別会計予算
議案第　30　号



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－53－

（単位：千円）歳 入

項

保 険 料1 49,890

介 護 保 険 料1 49,890

使 用 料 及 び 手 数 料2 1

手 数 料1 1

国 庫 支 出 金3 116,084

国 庫 負 担 金1 63,841

国 庫 補 助 金2 52,243

支 払 基 金 交 付 金4 104,317

支 払 基 金 交 付 金1 104,317

県 支 出 金5 60,163

県 負 担 金1 60,163

繰 入 金6 92,590

繰 入 金1 84,106

基 金 繰 入 金2 8,484

繰 越 金7 52

繰 越 金1 52

諸 収 入8 897

雑 入1 897

財 産 収 入9 26

財 産 運 用 収 入1 26

424,020歳              入              合              計









令和７年度栄村の介護サービス特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　９，０２１千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条（昭和２２年法律第６７号）の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５，０００千円と

定める。

令和７年　３月　　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

議案第　31　号

令和７年度　栄村介護サービス特別会計予算



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－76－

（単位：千円）歳 入

項

サ ー ビ ス 収 入1 2,275

介 護 給 付 費 収 入1 1,867

利 用 者 負 担 金 収 入2 408

繰 入 金2 6,746

繰 入 金1 6,746

9,021歳              入              合              計









令和７年度栄村のケーブルテレビ特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　７７，０９９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第２表　地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，０００千円

と定める。

令和７年　３月　　

　栄   村   長　  宮  川  幹  雄

令和７年度　栄村ケーブルテレビ特別会計予算
議案第　32　号



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－86－

（単位：千円）歳 入

項

使 用 料 及 び 手 数 料1 12,966

使 用 料1 12,966

繰 越 金3 1

繰 越 金1 1

繰 入 金4 12,596

繰 入 金1 12,596

諸 収 入5 15,636

雑 入1 15,636

村 債7 35,900

村 債1 35,900

77,099歳              入              合              計
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限度額 起債の方法 利率

千円

過疎対策事業債 35,900

合　　　計 35,900

第２表　　地 方 債

証書借入
又は

証券発行

年５．０％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金及び
地方公共団体金融
機構資金につい
て、利率の見直し
を行なった後にお
いては、当該見直
し後の利率。）

償還の方法

　政府資金及び地方公共団体金融機構資金について
は、その融資条件により、銀行その他の場合には、そ
の債権者と協定するものによる。
　ただし、村財政の都合により据置期間及び償還期間
を短縮し、又は、繰上償還もしくは低利に借換えする
ことができる。






